
は
じ
め
に

享
保
十
五
年
に
大
坂
の
毛
利
田
庄
五
郎
に
よ
っ
て
開
板
さ
れ
た
『
中
将
姫
行

状
記
』（
以
下
『
行
状
記
』
と
略
）
は
、
奈
良
の
当
麻
寺
に
伝
わ
る
「
当
麻
曼

陀
羅
」
織
成
に
関
わ
っ
た
と
さ
れ
る
中
将
姫
の
、
そ
れ
ま
で
記
録
、
伝
承
さ
れ

て
き
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
集
大
成
し
た
作
品
で
あ
る
。
編
者
は
致
敬
で
あ
り
、
七

巻
七
冊
の
構
成
で
、
中
将
姫
の
生
涯
が
誕
生
か
ら
二
十
九
歳
で
の
往
生
ま
で
一

年
ご
と
に
章
段
に
区
切
ら
れ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
梗
概
は
、
以
下
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。

聖
武
天
皇
の
時
代
、
右
大
臣
横
佩
豊
成
と
そ
の
妻
紫
の
前
は
、
長
谷
寺
の
観

音
に
祈
っ
て
娘
中
将
姫
を
得
る
。
そ
の
際
、
夫
婦
は
観
音
か
ら
夢
の
中
で
「
子

ど
も
は
与
え
る
が
、
そ
の
子
ど
も
が
三
歳
に
な
っ
た
と
き
、
夫
婦
の
う
ち
の
ど

ち
ら
か
が
命
を
失
う
で
あ
ろ
う
。」
と
告
げ
ら
れ
て
い
た
。
両
親
は
中
将
姫
が

五
歳
に
な
る
ま
で
健
在
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
「
仏
の
お
告
げ
も
信
用

で
き
な
い
も
の
だ
。」
と
言
い
、
仏
を
軽
ん
じ
た
罰
と
し
て
、
母
親
の
紫
の
前

が
病
死
し
て
し
ま
う
。
二
年
後
豊
成
は
新
し
い
妻
照
夜
の
前
を
迎
え
る
が
、
彼

女
は
継
子
で
あ
る
中
将
姫
の
美
貌
や
才
知
を
妬
み
、
そ
の
思
い
は
自
ら
が
男
子

を
生
む
と
ま
す
ま
す
強
ま
っ
た
。
あ
る
時
照
夜
の
前
は
中
将
姫
の
毒
殺
を
企
て

る
が
、
誤
っ
て
自
分
の
子
の
方
を
殺
し
て
し
ま
う
。
恨
み
を
募
ら
せ
た
彼
女

は
、
嫁
入
り
前
の
姫
の
も
と
に
怪
し
げ
な
男
が
通
っ
て
い
る
と
夫
の
豊
成
に
讒

言
す
る
。
そ
の
処
分
と
し
て
、
中
将
姫
は
紀
伊
国
の
雲
雀
山
に
連
れ
出
さ
れ
、

斬
首
さ
れ
そ
う
に
な
る
が
、
執
行
役
の
武
士
松
井
嘉
藤
太
に
助
け
ら
れ
る
。
そ

の
後
二
年
間
、
嘉
藤
太
と
そ
の
妻
と
共
に
山
中
に
隠
れ
て
い
た
姫
は
、
偶
然
狩

り
に
訪
れ
た
豊
成
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る
。
無
事
奈
良
の
屋
敷
へ
戻
り
、
入
内

や
縁
談
を
持
ち
掛
け
ら
れ
た
中
将
姫
で
あ
る
が
、
あ
る
夜
密
か
に
屋
敷
を
抜
け

出
し
、
当
麻
寺
で
の
修
行
に
入
っ
た
。
翌
年
の
天
平
宝
字
七
年
六
月
、
彼
女
の

道
心
に
応
え
て
寺
を
訪
れ
た
、
仏
の
化
身
で
あ
る
尼
僧
と
織
姫
に
よ
っ
て
極
楽
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の
様
子
を
表
し
た
曼
陀
羅
を
授
か
る
。
そ
の
後
の
十
数
年
間
、
中
将
姫
は
様
々

な
奇
跡
を
起
こ
し
て
人
々
を
教
化
し
、
や
が
て
二
十
九
歳
の
春
、
仏
達
に
迎
え

ら
れ
、
極
楽
往
生
を
遂
げ
る
。

こ
の
物
語
の
中
で
大
き
な
転
換
点
と
な
る
の
が
、
雲
雀
山
で
の
処
刑
の
場
面

で
あ
る
。
主
人
公
中
将
姫
は
、
生
来
信
仰
心
の
厚
い
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
の
だ
が
、
無
実
の
罪
で
命
を
奪
わ
れ
そ
う
に
な
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
後
山
奥

で
苦
し
い
暮
ら
し
を
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
、
彼
女
の
仏
へ
の
帰
依
を

一
層
強
め
、
後
に
出
家
し
て
曼
陀
羅
を
授
か
る
と
い
う
展
開
へ
つ
な
が
っ
て
い

く
の
で
あ
る
。『
行
状
記
』
巻
四
「
十
四
歳
」
の
段
の
中
に
こ
の
場
面
が
描
か

れ
る
の
で
あ
る
が
、
嘉
藤
太
が
姫
を
助
け
る
こ
と
を
決
意
し
て
か
ら
の
こ
の
章

段
の
概
略
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

嘉
藤
太
は
、
中
将
姫
が
死
ん
だ
よ
う
に
見
せ
か
け
る
た
め
、
姫
の
小
袖
に
自

分
の
血
を
つ
け
た
も
の
を
持
っ
て
一
度
奈
良
の
都
へ
戻
る
。
嘉
藤
太
は
照
夜
の

前
の
も
と
へ
参
上
す
る
前
に
、
横
佩
家
譜
代
の
忠
臣
国
岡
将
監
時
常
を
訪
ね
て

今
後
の
対
策
を
練
る
。
小
袖
だ
け
で
は
姫
を
殺
し
た
証
拠
と
し
て
不
十
分
だ
と

考
え
た
時
常
は
、
自
分
の
娘
の
瀬
雲
の
首
を
は
ね
、
そ
れ
を
中
将
姫
の
首
だ
と

偽
っ
て
照
夜
の
前
に
見
せ
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
瀬
雲
は
潔
く

首
を
差
し
出
し
た
。
計
略
は
成
功
し
、
照
夜
の
前
を
欺
い
た
嘉
藤
太
は
、
妻
を

連
れ
て
雲
雀
山
に
戻
り
、
中
将
姫
を
守
り
な
が
ら
の
隠
れ
住
ま
い
に
入
る
。

こ
の
よ
う
に
、
処
刑
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
中
将
姫
を
救
う
た
め
に
誰
か
が
身

代
り
に
立
っ
て
死
ぬ
と
い
う
趣
向
は
、
土
佐
浄
瑠
璃
『
中
将
姫
』（
宝
永
五
年

刊
）（

１
）な

ど
、『
行
状
記
』
に
先
行
す
る
作
品
で
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
あ

る
。
し
か
し
、『
行
状
記
』
と
直
接
の
影
響
関
係
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
御
伽
草

子
『
中
将
姫
本
地
』（
慶
安
四
年
刊
）、
通
俗
史
書
『
前
々
太
平
記
』（
正
徳
五

年
刊
）（

２
）な

ど
に
は
、
こ
う
し
た
身
代
わ
り
の
趣
向
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
『
行

状
記
』
に
お
け
る
中
将
姫
の
伝
記
へ
の
「
瀬
雲
身
代
り
」
の
導
入
に
よ
り
、
悲

劇
的
な
展
開
で
読
者
や
説
法
の
聞
き
手
の
興
味
を
引
き
付
け
る
と
い
う
効
果
が

も
た
ら
さ
れ
た
。
ま
た
、『
行
状
記
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
巻
四
「
十
四
歳
」

の
段
で
の
瀬
雲
の
死
は
、
巻
五
「
二
十
歳
」
の
段
の
、
中
将
姫
が
供
養
の
た
め

に
書
写
し
た
経
巻
が
貴
僧
に
変
じ
、
死
後
悪
趣
に
沈
ん
で
苦
し
ん
で
い
た
瀬
雲

を
救
う
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
へ
の
布
石
と
し
て
の
役
目
も
持
つ
。

さ
ら
に
、
中
将
姫
十
四
歳
の
年
の
出
来
事
の
記
述
に
続
け
て
、
こ
の
章
段
の

末
尾
に
は
、

誠
ニ
時
常
離
難
キ
恩
愛
ノ
道
ヲ
思
断
、
并
ニ
娘
瀬
雲
二
ツ
ナ
キ
命
ヲ
主
君

ノ
為
ニ
捨
テ
御
身
代
リ
ニ
立
シ
コ
ト
、
親
子
何
ト
分
タ
ン
ヤ
。
末
ノ
代
マ

デ
ノ
好
鑑
、
前
代
未
聞
ノ
忠
臣
ト
謂
ツ
ベ
シ
。
サ
レ
バ
ソ
レ
ヨ
リ
後
代
ノ

事
ナ
ル
ガ
、
今
ト
相
似
タ
ル
物
語
ア
リ
（
３
）
。

と
い
う
書
き
出
し
で
、
以
下
の
よ
う
な
類
話
が
付
け
足
さ
れ
て
い
る
。

村
上
天
皇
の
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
源
満
仲
は
摂
津
国
多
田
庄
に
隠
居
後
、
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出
家
を
望
む
が
勅
許
が
下
り
な
い
。
そ
の
代
わ
り
と
し
て
十
五
歳
の
四
男
美
女

丸
を
出
家
さ
せ
よ
う
と
仲
山
寺
の
善
観
法
師
に
預
け
る
が
、
彼
は
兵
法
の
鍛
錬

と
称
し
て
暴
れ
て
ば
か
り
だ
っ
た
。
満
仲
は
美
女
丸
を
呼
び
返
し
て
出
家
の
徳

を
伝
え
る
が
、
武
家
と
し
て
は
出
家
よ
り
も
戦
死
の
ほ
う
が
ま
し
だ
な
ど
と
言

っ
て
反
抗
す
る
。
満
仲
は
、
親
や
師
に
従
わ
な
い
美
女
丸
を
極
刑
に
処
す
べ
く

斬
り
か
か
る
が
、
家
臣
の
藤
原
仲
光
の
も
と
へ
逃
げ
ら
れ
て
し
ま
う
。
若
君
は

ま
だ
幼
い
と
い
う
仲
光
の
諫
め
に
も
耳
を
貸
さ
ず
、
満
仲
は
美
女
丸
の
首
を
討

っ
て
来
い
と
命
じ
る
。
満
仲
も
美
女
丸
も
ど
ち
ら
も
主
君
と
し
て
尊
ぶ
べ
き
存

在
で
あ
る
た
め
苦
悩
す
る
仲
光
に
、
息
子
の
幸
寿
丸
が
自
分
の
首
を
若
君
の
首

と
偽
っ
て
差
し
出
せ
ば
よ
い
と
提
案
す
る
。
や
む
な
く
仲
光
が
我
が
子
の
首
を

差
し
出
す
と
、
満
仲
は
、
実
検
す
る
こ
と
な
く
、
投
げ
捨
て
る
よ
う
命
じ
た
。

幸
寿
丸
が
自
分
の
身
代
り
と
な
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
美
女
丸
は
、
自
ら
の
行
い

を
悔
い
て
出
家
を
望
み
、
仲
光
の
郎
等
小
太
郎
重
道
と
と
も
に
横
川
へ
と
旅
立

ち
、
源
信
僧
都
の
も
と
へ
弟
子
入
り
し
た
。
後
の
天
延
元
年
五
月
五
日
、
満
仲

は
仲
光
に
、
預
け
て
い
た
美
女
丸
を
連
れ
て
来
る
よ
う
命
じ
る
。
満
仲
は
、
実

は
身
代
り
を
見
抜
い
て
い
た
が
、
主
君
の
子
を
助
け
よ
う
と
す
る
仲
光
の
忠
心

を
感
じ
て
見
逃
し
て
い
た
の
だ
と
言
う
。
仲
光
も
、
自
分
の
息
子
幸
寿
丸
を
身

代
り
に
立
て
た
こ
と
、
美
女
丸
は
比
叡
山
の
源
信
僧
都
の
も
と
で
満
賢
と
い
う

法
名
を
名
乗
り
、
立
派
な
僧
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
明
か
し
て
、
比
叡
山
へ
満

賢
を
迎
え
に
行
く
。
満
賢
の
母
は
、
我
が
子
が
討
た
れ
た
と
信
じ
て
泣
き
暮
ら

し
た
た
め
に
視
力
を
失
っ
て
い
た
の
だ
が
、
帰
還
し
た
満
賢
か
ら
譲
ら
れ
た
阿

弥
陀
仏
の
尊
像
に
向
か
っ
て
念
仏
を
唱
え
続
け
て
い
る
と
、
翌
年
の
八
月
尊
像

の
白
毫
か
ら
放
た
れ
た
光
に
照
ら
さ
れ
て
、
再
び
目
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

本
筋
で
あ
る
中
将
姫
の
物
語
に
対
し
て
、
類
話
や
引
証
と
し
て
他
の
文
献
を

引
用
す
る
と
い
う
方
法
は
、『
行
状
記
』
の
作
品
全
体
に
お
い
て
と
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
方
法
に
関
し
て
は
、
横
山
邦
治
氏
が
、

（
前
略
）
凡
ソ
街
唱
巷
話
、
或
ハ
耆
宿
ノ
清
談
、
古
老
ノ
口
碑
ニ
伝
ル
ト

コ
ロ
、
聚
テ
以
テ
伝
記
ニ
編
ノ
習
ヒ
ナ
レ
バ
、
我
旧
知
ズ
、
聞
ザ
ル
ト
コ

ロ
ナ
リ
ト
謂
テ
、
集
録
ノ
者
ヲ
罪
ス
ル
コ
ト
莫
レ
。
儻
此
書
行
ハ
レ
バ
、

則
法
席
ヲ
張
テ
、
愚
輩
ノ
男
女
ヲ
勧
誘
シ
テ
、
厭
穢
欣
浄
ノ
信
ヲ
生
ゼ
シ

ム
ル
資
補
ト
為
者
カ
。

と
い
う
『
行
状
記
』
の
跋
文
を
踏
ま
え
て
、「
こ
う
し
て
み
る
と
、「
中
将
姫
行

状
記
」
は
、
談
義
僧
の
手
控
え
的
素
稿
が
発
展
し
て
上
梓
さ
れ
た
の
で
あ
り
、

当
然
に
本
筋
を
離
れ
た
数
多
く
の
挿
話
の
添
加
、
細
か
い
引
用
経
典
名
の
記
載

な
ど
あ
り
得
た
わ
け
で
あ
ろ
う
。」

（
４
）

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。『
行
状
記
』
の
中
で
、

そ
の
よ
う
に
挿
話
や
経
典
が
引
用
さ
れ
て
い
る
箇
所
に
は
、
典
拠
と
な
っ
た
文

献
の
名
前
が
ほ
ぼ
全
て
明
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、「
彼

家
ノ
旧
記
ニ
見
ヘ
タ
リ
」
と
、
あ
い
ま
い
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
彼

家
ノ
旧
記
」
と
は
ど
の
よ
う
な
書
物
で
あ
っ
た
の
か
。
ま
た
、
な
ぜ
そ
の
書
物

が
、「
瀬
雲
身
代
り
」
の
類
話
と
し
て
選
ば
れ
、
引
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
下
、
中
将
姫
の
伝
記
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
雲
雀
山
で
の
処
刑
未
遂
と
そ
れ
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に
続
く
家
臣
の
娘
の
身
代
り
に
関
し
て
、
付
け
加
え
ら
れ
た
類
話
に
注
目
し
て

考
察
を
試
み
る
。

一

横
山
氏
は
、
身
代
り
の
趣
向
が
い
か
に
し
て
『
行
状
記
』
に
導
入
さ
れ
た
の

か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、「
確
か
に
中
将
姫
の
浄
瑠
璃
の
在
り
様
も
ヒ
ン
ト

を
与
え
た
で
あ
ろ
う
が
」
と
し
た
上
で
、『
行
状
記
』
に
お
け
る
「
瀬
雲
身
代

り
」
は
、
浄
瑠
璃
作
品
に
お
け
る
身
代
り
の
趣
向
を
、
美
女
丸
・
幸
寿
丸
説
話

を
利
用
し
て
、
改
変
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
察
さ
れ
て
い
る
（
５
）
。

身
代
り
の
趣
向
を
持
つ
浄
瑠
璃
作
品（
６
）の
梗
概
は
、
お
お
む
ね
、
中
将
姫
の
継

母
が
実
の
娘
に
権
力
の
あ
る
婿
を
迎
え
て
横
佩
家
を
乗
っ
取
ろ
う
と
す
る
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
中
将
姫
の
側
に
も
婚
約
者
で
あ
る
高
貴
な
身
分
の
男
性
が
お

り
、
そ
の
男
性
も
継
母
の
計
略
に
巻
き
込
ま
れ
る
。
継
母
に
陥
れ
ら
れ
て
処
刑

さ
れ
そ
う
に
な
る
中
将
姫
の
身
代
り
に
立
つ
の
は
、
彼
女
に
味
方
す
る
忠
臣
の

姉
妹
や
妻
で
あ
る
。
例
え
ば
、
横
山
氏
が
中
将
姫
も
の
浄
瑠
璃
作
品
の
例
と
し

て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
う
ち
の
「
当
麻
中
将
姫
」（
元
禄
九
年
初
演
）
で
中
将
姫

の
身
代
わ
り
に
立
つ
白
妙
は
忠
臣
八
郎
の
妹
で
あ
り
、
ま
た
、
か
つ
て
中
将
姫

の
婚
約
者
の
飛
鳥
宰
相
清
忠
に
仕
え
て
い
た
と
き
に
お
手
付
き
と
な
り
、
そ
の

子
を
産
ん
だ
女
性
と
い
う
複
雑
な
設
定
と
な
っ
て
い
る
。
彼
女
は
、
中
将
姫
が

異
母
妹
玉
姫
の
婚
約
者
左
大
将
綱
広
の
企
み
で
継
母
殺
し
の
嫌
疑
を
掛
け
ら
れ

処
刑
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
と
き
、
中
将
姫
の
代
わ
り
に
雲
雀
山
へ
と
向
か
う
輿

に
乗
り
込
み
、
兄
で
あ
る
八
郎
に
首
を
討
た
せ
た
。

『
行
状
記
』
及
び
そ
の
下
敷
き
と
な
っ
て
い
る
『
前
々
太
平
記
』
や
『
中
将

姫
本
地
』
で
の
中
将
姫
は
、
幼
い
と
き
か
ら
深
く
仏
に
帰
依
し
て
い
る
人
物
と

し
て
描
か
れ
て
お
り
、
特
に
『
行
状
記
』
に
お
い
て
は
、
巻
三
「
十
三
歳
」
の

段
に
、
信
仰
を
優
先
し
て
入
内
を
断
っ
た
と
い
う
記
述
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

清
ら
か
な
姫
君
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
継
母
が
つ
い
た
「
男
を
通
わ
せ
て
い
る
」

と
い
う
嘘
が
父
豊
成
に
衝
撃
を
も
た
ら
し
、
処
刑
へ
と
つ
な
が
っ
た
と
解
釈
で

き
る
。
そ
う
し
た
宮
仕
え
や
結
婚
な
ど
世
俗
の
事
柄
に
は
一
切
興
味
が
無
い
は

ず
の
中
将
姫
に
、
婚
約
者
が
い
る
と
い
う
設
定
を
付
し
た
り
、「
当
麻
中
将
姫
」

の
よ
う
に
家
督
争
い
の
話
題
を
展
開
さ
せ
た
り
す
る
と
、
物
語
が
破
綻
し
て
し

ま
う
可
能
性
が
生
じ
る
。

そ
こ
で
、「
当
麻
中
将
姫
」
の
白
妙
の
よ
う
な
、
中
将
姫
の
婚
約
者
や
家
督

争
い
が
存
在
し
な
い
『
行
状
記
』
の
物
語
の
中
に
入
れ
込
む
に
は
複
雑
過
ぎ
る

人
間
関
係
を
背
負
っ
た
人
物
を
身
代
り
に
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
美
女
丸
・
幸

寿
丸
説
話
と
同
様
の
、
忠
臣
の
子
が
主
家
の
子
の
身
代
り
に
立
つ
と
い
う
形
を

と
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
説
話
の
よ
う
な
形
の
身
代
り
で
あ
れ
ば
、

基
本
と
し
て
い
る
『
前
々
太
平
記
』
の
世
界
に
小
さ
な
変
更
を
行
っ
て
、
中
将

姫
に
味
方
す
る
忠
臣
の
一
人
に
娘
が
い
る
と
い
う
設
定
に
す
れ
ば
よ
い
の
で
、

登
場
人
物
や
物
語
が
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
美
女
丸
・
幸
寿

丸
の
物
語
も
、
幸
若
舞
や
能
、
浄
瑠
璃
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
有
名
な
題

材
で
あ
り
、
こ
ち
ら
の
身
代
り
の
趣
向
も
、
中
将
姫
も
の
浄
瑠
璃
の
身
代
り
の
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趣
向
と
同
様
に
読
者
の
関
心
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
先
述
の
よ
う

に
、
中
将
姫
の
為
に
死
ぬ
娘
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
で
、
後
か
ら
中
将
姫
が
そ
の

娘
を
供
養
・
済
度
す
る
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
す
な
わ
ち
作
品
全
体
の
主
題
で

も
あ
る
「
女
人
往
生
」
の
一
例
を
挿
入
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

横
山
氏
は
、
こ
の
「
彼
家
ノ
旧
記
」
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
美
女
丸
・
幸

寿
丸
の
物
語
に
つ
い
て
は
、「
近
世
に
お
け
る
美
女
丸
の
身
代
り
説
話
は
、
浄

瑠
璃
な
ど
で
複
雑
化
し
て
い
る
け
れ
ど
、「
中
将
姫
行
状
記
」
に
説
く
そ
れ
は
、

「
前
太
平
記
」
の
そ
れ
に
近
似
し
て
も
っ
と
も
原
始
的
な
形
で
の
身
代
り
説
話

で
あ
っ
た
。」（

７
）と

、
通
俗
史
書
『
前
太
平
記
』（
成
立
年
不
明
）
と
の
関
連
を
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
実
際
に
『
前
太
平
記
』
の
中
の
美
女
丸
・
幸
寿
丸
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
に
当
た
る
部
分
と
、『
行
状
記
』
に
引
か
れ
て
い
る
「
彼
家
ノ
旧

記
」
の
文
章
を
比
較
し
て
み
る
と
、
い
く
つ
か
の
相
違
点
が
認
め
ら
れ
、
両
者

が
全
く
同
じ
も
の
と
は
言
い
切
れ
な
い
可
能
性
が
生
じ
た
。
次
節
で
は
、
そ
の

相
違
点
を
具
体
的
に
挙
げ
、
検
証
し
て
い
く
。

二

ま
ず
、『
前
太
平
記
』
巻
第
十
五
「
美
丈
丸
縦
逸
并
勘
気
事
」
か
ら
、
巻
第
十

六
の
「
源
満
成
卒
去
事
付
源
賢
阿
闍
梨
再
父
子
対
面
事
」
ま
で
に
わ
た
っ
て
述

べ
ら
れ
て
い
る
美
丈
丸
（
美
女
丸
）
と
幸
寿
丸
の
物
語
を
、
要
約
し
て
紹
介
す

る
（
８
）
。

源
満
仲
は
隠
居
後
出
家
を
願
う
が
勅
許
が
下
ら
な
い
。
せ
め
て
一
族
の
う
ち

の
一
人
で
も
僧
に
で
き
れ
ば
、
と
四
男
美
丈
丸
を
中
山
寺
に
預
け
た
。
し
ば
ら

く
後
に
呼
び
返
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
経
文
を
一
字
も
読
ま
な
い
。
①
―師
―匠
―の
―善

―観
―に
―厳
―し
―く
―指
―導
―し
―て
―も
―ら
―う
―よ
―う
―、
―使
―い
―を
―つ
―け
―て
―送
―り
―返
―し
―た
―が
―、
―美
―丈

―丸
―の
―悪
―行
―は
―ひ
―ど
―く
―な
――る
―ば
―か
―り
―で
―、
―仕
―方
―な
―く
―満
―仲
―は
―美
―丈
―丸
―を
―山
―か
―ら
―下

―ろ
―し
―、
―し
―ば
―ら
―く
―の
―間
―臣
―下
―の
―仲
―光
―宅
―に
―預
―け
―る
―こ
―と
―と
―す
―る
―。
―や
―が
―て
―美
―丈

―丸
―に
―殺
―さ
―れ
―た
―人
―々
―が
―い
―る
―と
―い
―う
―噂
―が
―満
―仲
―の
―耳
―に
―入
―り
―、
―彼
――は
―美
―丈
―丸
―を

―罪
―人
―と
―し
―て
―厳
―罰
―に
―処
―さ
―ね
―ば
―な
―ら
―な
―い
―と
―決
―意
―す
―る
。
仲
光
は
諫
言
す
る
も

聞
き
入
れ
ら
れ
ず
、
処
刑
役
に
任
じ
ら
れ
る
。
仲
光
は
密
か
に
、
家
の
子
小
太

郎
②
―宗
―治
を
供
に
つ
け
、
美
丈
丸
を
横
川
の
源
信
少
僧
都
の
も
と
へ
旅
立
た
せ

る
。
③
―そ
―の
―後
、
自
分
の
子
幸
寿
丸
に
事
情
を
打
ち
明
け
、
首
を
差
し
出
さ
せ

る
。
幸
寿
丸
の
首
を
美
丈
丸
の
首
と
偽
っ
て
満
仲
に
見
せ
る
と
、
④
―満
―仲
―は
―我

―が
―子
―の
―死
―を
―信
―じ
―て
―、
―「―更
―に
―御
―悲
―し
―み
―の
―色
―外
―に
―は
―出
―だ
―し
―給
―は
―ざ
―り
―け
―れ

―共
―、
―流
―石
―に
―恩
―愛
―の
―遣
―る
―方
―な
―さ
―は
―、
―直
―に
―御
―覧
―じ
―な
―ば
―御
―心
―も
―乱
―れ
―や
―せ
―ん

―と
―思
―し
―食
―し
、
実
検
ま
で
は
無
か
り
け
り
。」
と
い
う
反
応
を
示
し
た
。
美
丈
丸

の
母
も
我
が
子
を
亡
く
し
た
と
信
じ
、
泣
き
く
れ
て
視
力
を
失
っ
て
し
ま
う
。

⑤
―天
―延
―元
―年
―七
―月
―二
―十
―四
―日
―に
―病
―没
―し
―た
―満
―仲
―の
―長
―男
―満
―成
―の
―法
―要
―の
―折
―、
―葬

―儀
―の
―導
―師
―で
―あ
―っ
―た
―源
―信
―が
―、―「
―怙
―み
―な
―き
―者
―に
―て
―候
―へ
―ば
―、
―然
―る
―べ
―く
―は
―満

―成
―聖
―霊
―の
―替
―は
―り
―と
―も
―見
―成
―し
―給
―は
―れ
―か
―し
―」
―と
―弟
―子
―の
⑥

＝源
＝賢
―を
―連
―れ
―て
―く

―る
。
実
は
源
賢
は
、
立
派
に
僧
侶
と
な
っ
た
美
丈
丸
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
源
信

か
ら
聞
い
て
、
⑦
―美
―丈
―丸
―の
―母
―も
―女
―房
―に
―手
―を
―引
―か
―れ
―て
―や
―っ
―て
―き
―て
―、
―息
―子
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―と
―の
―再
――会
―を
―果
―た
―す
。

こ
の
要
約
中
の
傍
線
を
付
し
た
箇
所
、
す
な
わ
ち
、

①
　
学
問
に
励
ま
ず
暴
れ
て
い
た
美
丈
丸
（
美
女
丸
）
が
、
処
罰
を
受
け
る

前
に
一
度
寺
に
送
り
返
さ
れ
て
い
る
。

②
　
美
丈
丸
の
供
の
者
の
名
前
が
「
小
太
郎
重
道
」
で
は
な
く
「
小
太
郎
宗

治
」
で
あ
る
。

③
　
仲
光
が
、
美
丈
丸
を
源
信
僧
都
の
も
と
に
旅
立
た
せ
た
後
に
幸
寿
丸
の

首
を
は
ね
て
い
る
。

④
　
満
仲
が
身
代
り
に
気
が
つ
い
て
い
な
い
。

⑤
　
美
丈
丸
と
父
母
の
再
会
は
、
天
延
元
年
の
「
五
月
五
日
」
で
は
な
く
、

満
成
没
後
の
法
要
の
折
で
あ
る
。

⑥
　
美
丈
丸
の
法
名
が
「
満
賢
」
で
は
な
く
「
源
賢
」
で
あ
る
。

⑦

「
彼
家
ノ
旧
記
」
引
用
箇
所
の
末
尾
に
あ
る
、
美
女
丸
の
母
の
目
が
癒

さ
れ
る
と
い
う
描
写
に
該
当
す
る
も
の
が
、『
前
太
平
記
』
に
は
存
在
し

な
い
。

な
ど
の
点
に
お
い
て
、『
行
状
記
』
の
「
彼
家
ノ
旧
記
」
と
『
前
太
平
記
』
の

間
に
は
食
い
違
い
が
生
じ
て
い
る
。

三

で
は
、
こ
の
差
を
埋
め
る
よ
う
な
他
の
作
品
と
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の

が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。『
叢
書
江
戸
文
庫
３
　
前
太
平
記
』
の
解
題
に
、

『
前
太
平
記
』
以
前
に
、
同
じ
源
満
仲
の
一
族
が
活
躍
す
る
時
代
を
扱
っ
た
作

品
と
し
て
『
多
田
五
代
記
』
と
い
う
書
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
９
）
。『
多
田
五
代

記
』
と
は
、
十
巻
十
冊
の
構
成
の
、
源
満
仲
か
ら
義
家
に
至
る
清
和
源
氏
五
代

の
伝
記
で
あ
る
。
編
者
は
多
田
兵
部
、
十
巻
の
跋
文
の
後
に
「
元
禄
四
年
辛
未

春
三
月
吉
旦
／
染
翰
於
銅
駄
城
下
昌
楽
菴
瀧
川
育
子
欽
稿
」
と
あ
り
、
ま
た
同

巻
最
終
丁
の
刊
記
に
「
元
禄
四
辛未

稔
仲
春
吉
旦
／
書
林
／
茨
城
太
左
衛
門
／

浅
野
久
兵
衛
／
田
中
庄
兵
衛
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
元
禄
四
年
に
京
都
で
出
版

さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
（
10
）
。
跋
文
に
、

此
ノ
多
田
五
代
記
録
十
巻
ハ
、
摂
北
多
田
ノ
兵
部
ノ
家
ニ
蔵
ス
ル
所
年
尚

シ
。
本
街
説
途
談
ヲ
輯
メ
、
村
夫
田
翁
ノ
卑
語
甚
ダ
野
ニ
シ
テ
俗
ナ
リ
。

多
ク
ハ
浮
誇
ニ
シ
テ
理
同
ク
シ
テ
大
ニ
真
ヲ
誤
ル
。
西
談
ニ
実
多
キ
ハ
則

チ
正
シ
テ
之
ヲ
取
リ
、
東
話
ニ
虚
ニ
近
キ
者
ハ
削
ツ
テ
用
ヒ
ズ
。
之
ニ
依

テ
源
氏
諸
家
ノ
記
録
及
ビ
家
譜
ヲ
考
ヘ
、
実
多
ク
シ
テ
真
ニ
帰
ス
ル
者
ハ

之
ヲ
取
ル
。
奇
言
異
字
ヲ
除
キ
、
烏
焉
馬
ノ
差
ヲ
訂
シ
、
典
故
ヲ
改
メ
、

因
テ
之
ヲ
潤
色
シ
テ
至
当
ニ
帰
シ
テ
、
而
シ
テ
後
ニ
止
ム
ノ
ミ（

11
）
。（
原

漢
文
）

と
、
こ
の
文
献
の
成
り
立
ち
に
関
す
る
説
明
が
あ
る
。
こ
の
作
品
の
巻
三
か
ら

巻
四
に
か
け
て
、
美
女
丸
・
幸
寿
丸
の
説
話
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
作
品
に
つ
い
て
、
先
程
の
相
違
点
①
〜
⑦
を
検
証
し
て
み
よ
う
。
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①
　
美
女
丸
は
処
罰
を
受
け
る
前
に
一
度
寺
に
送
り
返
さ
れ
て
い
る
か

サ
レ
ド
モ
悪
逆
頻
ニ
シ
テ
人
ヲ
ア
ヤ
シ
ム
ル
事
度
々
ニ
テ
、
―一
―山
―是
―ヲ
―歎

―シ
―カ
バ
、
亦
―召
―帰
―サ
―レ
―傍
―ニ
―置
―テ
、
―出
―家
―功
―徳
―ノ
―利
―ヲ
―説
―雖
―レ
―進
、「
―我

―武
―家
―ニ
―生
―レ
―テ
―出
―家
―ニ
―有
―二
―功
―徳
―一
―ト
―テ
―、
―争
―カ
―飾
―ヲ
―剃
―ヲ
―ト
―サ
―ン
―乎
―。

―喩
―一
―命
―ハ
―塵
―泥
―ニ
―ナ
―ゲ
―ウ
―ツ
―ト
―モ
―、
―出
―家
―御
―ユ
―ル
―シ
―給
―候
―ヘ
。」
ト
云
テ

経
ノ
紐
ト
ク
マ
デ
モ
無
リ
シ
カ
バ
、
満
仲
以
為
、「
我
政
道
輔
佐
ノ
汚
レ
名

身
ニ
、
子
ナ
レ
バ
ト
テ
斯
ル
不
孝
悪
人
ハ
免
シ
ガ
タ
シ
。『
―五
―刑
―三
―千
―而

―罪
―無
―レ
―大
―二
―不
―孝
―一
』
ト
説
玉
ヘ
バ
、
―所
―詮
―ウ
―ツ
―テ
―捨
―ン
―ニ
―ハ
。」
ト
太
刀

引
抜
チ
ヤ
ウ
ド
打
ツ
。
―ハ
―ツ
―ト
―云
―テ
―ト
―ビ
―失
―ヌ
。

と
、『
多
田
五
代
記
』
で
は
一
度
中
山
寺
か
ら
呼
び
戻
さ
れ
た
時
点
で
美
女
丸

が
反
抗
を
示
し
て
、
満
仲
に
処
刑
を
決
意
さ
せ
て
い
る
た
め
、『
行
状
記
』
の

美
女
丸
心
粗
略
ニ
シ
テ
師
範
ノ
教
ニ
順
ズ
、
遂
ニ
経
論
ノ
紐
解
ズ
、
只
晨

昏
兵
法
剣
術
ニ
ノ
ミ
心
ヲ
傾
ケ
、
動
バ
人
ヲ
危
メ
、
取
テ
擲
、
悪
行
日
ニ

盛
ナ
レ
バ
、
―一
―山
―是
―ヲ
―歎
―キ
―シ
―ヲ
、
満
仲
公
聞
召
、
遂
ニ
多
田
ヘ
―召
―還
―サ

―レ
、
―傍
―ニ
―置
―玉
―ヒ
、
様
々
異
見
ヲ
加
ラ
レ
、
―出
―家
―ノ
―功
―徳
―利
―益
―ヲ
―説
、
剃

髪
染
衣
ヲ
勧
玉
フ
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
曽
以
テ
承
引
ナ
ク
、「
我
―今
―武
―家
―ニ
―生

―レ
―ナ
―ガ
―ラ
―、
―出
―家
―ニ
―功
―徳
―有
―バ
―ト
―テ
―、
―何
―ゾ
―髪
―ヲ
―剃
―、
―衣
―ヲ
―染
―、
―武
―士
―ノ

―道
―ヲ
―失
―ン
―ヤ
―。
―仮
―令
―一
―命
―ハ
―塵
―泥
―ニ
―抛
―ト
―モ
―、
―出
―家
―ニ
―於
―テ
―ハ
―御
―宥
―給
―ヒ

―候
―ヘ
。」
ト
中
々
請
合
玉
フ
気
色
無
リ
シ
カ
バ
、
満
仲
大
ニ
怒
セ
玉
ヒ
、

「
実
ニ
『
慈
親
ニ
悖
戻
シ
テ
一
生
ヲ
虚

ム
ナ
シ
ク

喪ホ
ロ
ボ
ス

』
ト
古
徳
ノ
云
ハ
レ
シ
ハ
、
汝

如
キ
者
ヲ
誡
玉
フ
ナ
ル
ラ
ン
。『
養
レ
子
不
レ
教
父
之
過
、
訓
導
不
レ
厳
師

之
惰
。
父
教
、
師
厳
、
学
問
無
レ
成
子
之
罪
。』
ト
司
馬
温
公
モ
云
ヘ
リ
。

汝
父
ガ
命
ニ
乖
キ
、
師
ノ
教
ヘ
ニ
戻
ル
不
孝
ノ
大
悪
人
、其
過
軽
カ
ラ
ズ
。

『
―五
―刑
―之
―属
―三
―千
―而
―罪
―莫
―レ
―大
―二
―於
―不
―孝
―一
。』
ト
孔
子
モ
厳
誡
シ
玉
ヘ
バ
、

―所
―詮
―汝
―ハ
―我
―手
―ニ
―懸
―討
―捨
―ン
。」
ト
太
刀
引
抜
テ
揮
挙
玉
ヘ
バ
、
―ハ
―ツ
―ト

―云
―テ
―飛
―去
、
行
方
知
ズ
ナ
リ
玉
フ
。

と
い
う
記
述
と
一
致
す
る
。
ま
た
、
傍
線
を
付
し
た
箇
所
の
よ
う
に
、
文
章
表

現
の
類
似
も
見
ら
れ
る
。

②
　
美
女
丸
の
供
の
者
の
名
前

美
女
丸
の
供
に
つ
い
た
の
は
、『
多
田
五
代
記
』
で
は
郎
等
「
浦
辺
―小
―太
―郎

―重
―道
」
と
さ
れ
て
お
り
、
行
状
記
の
「
―小
―太
―郎
―重
―道
」
と
一
致
し
て
い
る
。

③
　
美
女
丸
の
出
家
と
幸
寿
丸
の
死
の
順
序

美
女
御
前
ニ
カ
ク
ト
申
上
ケ
レ
バ
、「
是
ハ
如
何
ナ
ル
事
ド
モ
ヤ
。
―露
―バ

―カ
―リ
―モ
―其
―コ
―ト
―ヲ
―知
―ナ
―ラ
―バ
―サ
―ハ
―セ
―マ
―ジ
―モ
―ノ
―ヲ
。」
ト
後
悔
ア
ル
モ
コ

ト
ハ
リ
也
。「
―是
―ト
―云
―モ
―自
―ガ
―出
―家
―セ
―ザ
―リ
―シ
―ユ
―ヘ
―ナ
―レ
―バ
、
―父
―ノ
―為
、

―幸
―寿
―ガ
―タ
―メ
―ナ
―レ
―バ
、
―我
―発
―心
―セ
―ン
。」
ト
彼
僧
（
引
用
者
注

―
幸
寿

丸
の
弔
い
を
依
頼
し
た
僧
）
ヲ
師
ト
シ
テ
大
乗
円
頓
ノ
十
重
禁
戒
ヲ
受
、

菩
薩
修
行
ニ
入
給
フ
ハ
有
ガ
タ
カ
リ
シ
事
ド
モ
ナ
リ
。

と
、『
多
田
五
代
記
』
で
は
、
美
女
丸
は
幸
寿
丸
の
死
を
き
っ
か
け
と
し
て
出

家
し
て
い
る
。
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『
行
状
記
』
に
お
い
て
は
、『
多
田
五
代
記
』
の
よ
う
に
幸
寿
丸
の
死
を
知
っ

て
す
ぐ
法
門
に
入
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、

幸
寿
丸
ガ
身
代
リ
ニ
立
シ
事
ヲ
聞
タ
マ
ヒ
、「
吾
―露
―程
―モ
―知
―ナ
―ラ
―バ
―、
―斯

―ハ
―サ
―セ
―マ
―ジ
―キ
―モ
―ノ
―ヲ
。」
ト
後
悔
シ
、「
―是
―ト
―云
―モ
―自
―ガ
―出
―家
―セ
―ザ
―リ
―シ

―故
―ナ
―レ
―バ
、
―父
―ノ
―為
、
―幸
―寿
―ガ
―為
、
―吾
―発
―心
―出
―家
―ヲ
―急
―ン
―ニ
―ハ
―如
―ズ
、
斯

忍
ビ
隠
テ
居
ル
ト
テ
モ
、
終
ニ
ハ
隠
レ
ア
ル
マ
ジ
ケ
レ
バ
、
亦
憂
事
ヲ
聞

ヌ
前
ニ
、
何
方
ニ
モ
身
ヲ
隠
シ
出
家
ノ
道
ヲ
励
サ
ン
。
仲
光
如
何
ニ
。」

ト
言
ヘ
バ
、
仲
光
承
ハ
リ
、「
其
義
ナ
ラ
バ
当
寺
横
川
ノ
源
信
僧
都
コ
ソ

叡
山
ニ
双
ナ
キ
高
徳
ニ
テ
マ
シ
マ
セ
バ
、
此
聖
人
ノ
御
弟
子
ト
成
、
学
問

励
シ
玉
へ
。」

と
い
う
よ
う
に
、
幸
寿
丸
の
死
を
き
っ
か
け
に
発
心
し
、
出
家
に
向
け
た
行
動

を
と
る
と
い
う
順
序
自
体
は
合
致
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
も
傍
線
部
の
よ

う
な
類
似
の
表
現
が
見
ら
れ
る
。

④
　
満
仲
が
身
代
り
に
気
が
つ
い
て
い
る
か
否
か

『
多
田
五
代
記
』
に
お
い
て
は
、
満
仲
は
、
首
を
見
せ
ら
れ
た
際
に
は
「『
―克

―仕
―リ
―タ
―リ
。
―由―ヨ―シ―々―く
―何
―方
―ニ
―モ
―投
―捨
―ヲ
―ク
―ベ
―シ
。』
ト
仰
ツ
ヽ
、
サ
ラ
ニ
―悲
―ミ
―ノ

―色
―モ
―見
―ヱ
―給
―ハ
―ズ
。」
と
冷
淡
な
態
度
を
示
す
が
、
後
に
「
日―イ―ツ―外ゾ

―ヤ―汝
―ニ
―預
―置
―シ

―美
―女
―丸
、
―サ
―ゾ
―学
―文
―ヨ
―ク
―シ
―ツ
―ラ
―ン
。
―相
―具
―シ
―来
―ル
―ベ
―シ
」
と
仲
光
に
命
じ

て
、
実
は
身
代
り
に
気
付
い
て
い
た
と
明
か
す
。

『
行
状
記
』
で
は
、
首
を
見
せ
ら
れ
た
際
の
反
応
と
し
て
、「『
―克
―コ
―ソ
―仕
―リ

―タ
―レ
。
―好
―々
―、
―其
―首
―何
―方
―ニ
―ナ
―リ
―ト
―モ
―投
―捨
―置
―ベ
―シ
。』
ト
少
シ
モ
―悲
―ノ
―色
―見

―ヱ
―玉
―ハ
―ネ
―バ
」
と
、『
多
田
五
代
記
』
と
ほ
ぼ
同
様
の
表
現
が
あ
り
、
そ
の
後

も
、「
―日
―外
―汝
―ニ
―預
―ケ
―置
―シ
―美
―女
―丸
ハ
、
―サ
―ゾ
―学
―問
―モ
―増
―進
―シ
―テ
好
僧
ト
ナ
リ

ツ
ラ
ン
。
今
日
―相
―具
―シ
―テ
―来
―ル
―ベ
―シ
。」
と
、
よ
く
似
た
表
現
で
、
身
代
り
を

見
抜
い
て
い
た
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。

⑤
　
美
女
丸
と
父
母
の
再
会
は
い
つ
か

『
多
田
五
代
記
』
で
は
、「
比
ハ
―天
―延
―元
―年
―五
―月
―五
―日
、
満
仲
朝
臣
ノ
御
前
ニ

ハ
門
葉
不
レ
残
御
礼
ニ
伺
候
ス
ル
処
ニ
」
と
あ
り
、『
行
状
記
』
と
同
じ
で

あ
る
。

⑥
　
美
女
丸
の
法
名

『
多
田
五
代
記
』『
行
状
記
』
と
も
に
「
満
賢
」
で
一
致
し
て
い
る
。

⑦
　
母
の
目
が
癒
さ
れ
る
場
面
は
あ
る
か

『
行
状
記
』
で
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

斯
テ
御
母
公
ハ
満
賢
ノ
与
ヘ
ラ
レ
シ
阿
弥
陀
仏
ノ
尊
像
ニ
向
ヒ
、「
―吾
―今

―生
―コ
―ソ
―如
―レ
―此
―浅
―間
―敷
―盲
―人
―ト
―ナ
―ル
―ト
―モ
、
―臨
―終
―ノ
―夕
―ニ
―ハ
―必
―ズ
―拝
―レ
―サ

―セ
―玉
―へ
。」
ト
―一
―向
―ニ
―念
―仏
―シ
―玉
―フ
―ニ
、
―天
―延
―二
―年
―八
―月
―彼
―岸
ノ
中
ノ
コ

ト
ナ
ル
ニ
、
―一
―心
―不
―乱
―ニ
―称
―名
―念
―仏
―シ
―テ
暫
シ
眠
玉
フ
暁
キ
、
―如
―来
―ノ
―白

―毫
―ヨ
―リ
―光
―ヲ
―放
―テ
―母
―公
―ノ
―御
―額
―ヲ
―照
―シ
―玉
―フ
―ト
―覚
―テ
、
―不
―思
―議
―ヤ
、
―ツ
―ブ
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―レ
―テ
―久
―キ
―両
―眼
―忽
―チ
―開
―キ
、
―夢
―ノ
―覚
―タ
―ル
―如
―ク
、
―夜
―ノ
―明
―タ
―ル
―ヨ
―リ
―明
―カ

―ナ
―レ
―バ
、
満
賢
大
キ
ニ
悦
ビ
玉
ヒ
、
ソ
レ
ヨ
リ
此
仏
ヲ
眼メメ

明ア
ケ

ノ
弥
陀
ト
号

シ
奉
ラ
ル
ト
彼
家
ノ
旧
記
ニ
見
ヘ
タ
リ
。

一
方
、『
多
田
五
代
記
』
に
お
け
る
当
該
の
場
面
の
記
述
は
以
下
の
通
り
で

あ
る
。満

賢
僧
ノ
母
公
ハ
、
教
ニ
マ
カ
セ
満
賢
ヨ
リ
捧
ラ
レ
シ
阿
弥
陀
仏
ニ
奉
レ

向
、「
―我
―今
―生
―コ
―ソ
―如
―レ
―此
―浅
―マ
―シ
―キ
―盲
―人
―ト
―ナ
―ル
―ト
―モ
、
―臨
―終
―ノ
―夕
―ニ

―ハ
―必
―拝
―マ
―レ
―サ
―セ
―給
―ヘ
。」
ト
―一
―向
―ニ
―念
―仏
―シ
―給
―フ
。
―天
―延
―二
―年
―八
―月
―彼

―岸
ノ
日
、
念
仏
三
昧
ノ
定
ニ
入
テ
―一
―心
―不
―乱
―ニ
―称
―名
―シ
―玉
―ヘ
―バ
、
七
日
ニ

丁
ル
暁
ニ
、
―如
―来
―ノ
―白
―毫
―ヨ
―リ
―光
―リ
―出
―テ
―御
―額
―ヲ
―照
―シ
―給
―フ
―ト
―覚
―ヘ
―テ
、

―不
―思
―議
―ヤ
ナ
、
―ツ
―ブ
―レ
―テ
―久
―キ
―両
―眼
―忽
―ニ
―ヒ
―ラ
―キ
、
―夢
―ノ
―サ
―メ
―タ
―ル
―如
―ク
、

―夜
―ノ
―明
―タ
―ル
―ヨ
―リ
―ナ
―ヲ
―明
―ナ
―リ
。

『
多
田
五
代
記
』『
行
状
記
』
の
両
者
と
も
、
母
の
目
が
癒
さ
れ
る
場
面
を
持

つ
。
ま
た
、
そ
の
文
章
表
現
に
も
、
や
は
り
類
似
が
見
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
七
点
、
及
び
文
章
の
類
似
よ
り
、「
彼
家
ノ
旧
記
」
と
『
多
田
五
代

記
』
が
同
一
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
。

四

こ
こ
ま
で
に
検
証
し
た
以
外
の
部
分
に
も
、『
行
状
記
』
に
は
、『
多
田
五
代

記
』
と
重
な
る
表
現
が
あ
る
。

例
え
ば
、『
多
田
五
代
記
』
で
は
、
幸
寿
丸
が
、
身
代
り
に
立
つ
こ
と
を

決
意
し
た
際
に
、
次
の
よ
う
な
言
葉
を
発
し
て
い
る
。

―サ
―テ
―ハ
―為
―方
―ナ
―ノ
―御
―コ
―ト
―ヤ
。
我
思
ヒ
出
シ
タ
リ
。
唐
土
ノ
紀
信
ハ
、
車

ニ
ノ
ツ
テ
主
君
ノ
命
ニ
代
ル
。
我
朝
安
倍
介
丸
、
君
矢
面
ニ
楯
塞
テ
仲
哀

皇
ノ
命
代
、
其
流
矢
玉
体
中
。
我
亦
如
レ
左
。
―先
―陣
―ヲ
―駆
―テ
―討
―死
―ス
―ル
―モ

―マ
―ツ
―タ
―ク
―同
―ジ
―理
―リ
―也
。
我
既
ニ
―若
―君
―ノ
―タ
―メ
―捨
―ル
―命
―露
―バ
―カ
―リ
―モ
―ヲ
―シ

―カ
―ラ
―ジ
。
自
恩
ヲ
請
ル
コ
ト
他
ニ
コ
ト
ニ
、
誠
ニ
海
ノ
如
シ
、
山
ニ
似
リ
。

―意
―ハ
―為
―レ
―恩
―ツ
―カ
―ハ
―ル
―、
―命
―ハ
―義
―ニ
―ヨ
―ツ
―テ
―カ
―ル
―シ
。
今
我
ガ
頭
ヲ
キ
ツ

テ
―是
―若
―君
―ナ
―リ
―ト
―陳
―ジ
―披
――露
―シ
―給
―バ
、
―サ
―ノ
―ミ
ヤ
ハ
カ
―御
―見
―知
―リ
―有
―ベ
―キ

―ヤ
。
―是
―ニ
―ス
―ギ
―タ
―ル
―術
―ナ
―シ
。

『
行
状
記
』
で
は
、
こ
の
せ
り
ふ
の
部
分
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

―サ
―テ
―ハ
―為
―方
―ナ
―キ
―御
―事
ナ
リ
。
此
上
ハ
思
ヒ
ツ
ケ
タ
リ
。
古
ヨ
リ
臣
ト
シ

テ
忠
義
ノ
実
ア
ル
人
ハ
、
主
君
ノ
為
ニ
身
ヲ
捨
、
命
ヲ
亡
ス
ハ
、
今
ニ
適 ハ

ジ
メ

タ
ル
事
ニ
非
ズ
。
―武
―士
―タ
―ル
―者
―ノ
―先
―陣
―ニ
―駆
―テ
―討
―死
―ニ
―ス
―ル
―モ
―同
―事

―ナ
―リ
。
吾
今
―若
―君
―ノ
―為
―ニ
―捨
―ル
―命
―ハ
―露
―バ
―カ
―リ
―モ
―惜
―カ
―ラ
―ズ
。
―心
―為
―レ
―恩

―使
―、
―命
―依
―レ
―義
―軽
―シ
―ト
―カ
―ヤ
、
速
ク
頸
ヲ
切
テ
―是
―若
―君
―ナ
―リ
―ト
―陳
―ジ
―披
―露

―シ
―玉
―ハ
―ヾ
、
―サ
―ノ
―ミ
―御
―見
―知
―モ
―有
―ベ
―カ
―ラ
―ズ
。
―是
―ニ
―過
―タ
―ル
―術
―ナ
―シ
、

早
々
我
首
ヲ
討
テ
大
君
ノ
御
憤
リ
ヲ
宥
玉
へ
。

直
線
を
付
し
た
箇
所
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
同
じ
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
た

だ
、
波
線
を
付
し
た
箇
所
に
つ
い
て
は
、『
多
田
五
代
記
』
で
は
、
身
を
挺
し

て
主
君
を
守
っ
た
先
人
達
と
し
て
「
紀
信
」
や
「
安
倍
介
丸
」
と
い
う
具
体
的

な
人
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、『
行
状
記
』
に
お
い
て
は
「
臣
ト
シ
テ
忠
義
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ノ
実
ア
ル
人
」
と
簡
潔
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
差
異
が
あ
る
。

そ
の
省
略
さ
れ
た
「
紀
信
」
や
「
安
倍
介
丸
」
の
名
が
挙
げ
ら
れ
、『
多
田

五
代
記
』
の
幸
寿
丸
の
せ
り
ふ
と
似
通
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
引
か
れ
て
い
る
箇

所
が
、『
行
状
記
』
内
の
別
の
場
所
に
あ
る
。
巻
三
の
「
九
歳
」
の
段
に
あ
る
、

武
士
山
下
藤
内
が
継
母
の
依
頼
で
中
将
姫
の
暗
殺
を
企
て
た
際
に
、
そ
の
計
画

を
聞
い
た
藤
内
の
息
子
小
次
郎
が
、
姫
を
守
り
、
父
に
主
殺
し
の
罪
を
負
わ
せ

ぬ
よ
う
、
密
か
に
姫
の
寝
所
を
守
り
、
た
と
え
暗
闇
の
中
で
息
子
で
あ
る
と
気

付
か
れ
ず
斬
ら
れ
よ
う
と
も
、
父
を
止
め
よ
う
と
決
意
す
る
と
い
う
場
面
が
そ

れ
で
あ
る
。
小
次
郎
の
心
情
描
写
と
し
て
、

伝
聞
、
漢
ノ
高
祖
ニ
仕
タ
ル
―紀
―信
ハ
、
―君
―ノ
―車
―ニ
―乗
―リ
、「
吾
コ
ソ
漢
ノ

高
祖
ナ
リ
。」
ト
名
乗
テ
敵
ヲ
欺
キ
、
―主
―君
―ノ
―命
―ニ
―代
―リ
、
我
朝
―阿
―部
―ノ

―介
―丸
ハ
、
―君
―ノ
―矢
―先
―ニ
―楯
―塞
―テ
仲
哀
天
皇
ノ
御
命
ヲ
済
奉
ル
例
ア
リ
。

と
い
う
文
章
が
あ
る
の
だ
。

致
敬
は
、『
多
田
五
代
記
』
の
美
女
丸
・
幸
寿
丸
説
話
の
部
分
を
、
単
に
『
行

状
記
』
の
該
当
箇
所
に
引
き
写
す
だ
け
で
な
く
、
他
の
行
文
に
も
生
か
し
て
い

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。『
行
状
記
』
執
筆
の
机
上
に
は
、
ま
さ
に
座
右
の
書
の

一
つ
と
し
て
『
多
田
五
代
記
』
が
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

五

で
は
、
な
ぜ
、
他
な
ら
ぬ
『
多
田
五
代
記
』
が
『
行
状
記
』
に
引
用
さ
れ
た

の
だ
ろ
う
か
。
美
女
丸
・
幸
寿
丸
説
話
が
「
瀬
雲
身
代
り
」
の
類
話
と
さ
れ
て

い
る
の
は
、
第
一
節
で
取
り
上
げ
た
横
山
氏
の
論
の
よ
う
に
、
中
将
姫
も
の
の

浄
瑠
璃
か
ら
「
身
代
り
」
の
趣
向
を
取
り
入
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
人
間
関
係
な

ど
に
関
す
る
改
変
が
必
要
に
な
り
、
そ
の
改
変
に
際
し
て
、
忠
臣
の
子
に
よ
る

身
代
り
と
い
う
素
材
を
提
供
し
た
の
が
こ
の
説
話
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。「
瀬

雲
身
代
り
」
は
美
女
丸
・
幸
寿
丸
説
話
に
似
せ
て
作
ら
れ
た
場
面
と
も
言
え
る

の
で
、
両
者
が
類
似
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
だ
が
、
た
だ
改
変
の
際
に
参
考

に
し
た
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
美
女
丸
・
幸
寿
丸
説
話
に
関
す

る
こ
と
は
致
敬
の
み
が
把
握
し
て
お
け
ば
よ
く
、
わ
ざ
わ
ざ
類
話
と
し
て
記
載

し
な
く
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
も
言
え
る
。
七
丁
半
も
の
長
さ
に

渡
っ
て
「
彼
家
ノ
旧
記
」、
す
な
わ
ち
『
多
田
五
代
記
』
を
引
用
し
て
、
致
敬

は
読
者
に
何
を
伝
え
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

第
二
節
、
第
三
節
に
お
い
て
『
前
太
平
記
』
と
『
多
田
五
代
記
』
を
比
較
し

て
、
後
者
に
の
み
有
る
要
素
と
し
て
美
女
丸
の
母
の
治
癒
の
場
面
が
浮
か
び
上

が
っ
た
。
本
筋
で
あ
る
中
将
姫
の
物
語
と
同
じ
よ
う
な
仏
教
的
な
奇
跡
の
場
面

で
あ
り
、
致
敬
と
し
て
は
、
ぜ
ひ
盛
り
込
み
た
い
場
面
で
あ
っ
た
ろ
う
。
さ
ら

に
、
こ
の
奇
跡
は
、『
多
田
五
代
記
』
に
先
行
す
る
作
品
で
は
、
幸
若
舞
『
満

仲
』
で
、

円
覚
（
引
用
者
注

―
こ
の
作
品
に
お
け
る
美
女
丸
の
法
名
）
聞
召
れ
て
、

「
さ
て
は
、
我
不
用
に
よ
つ
て
、
母
の
盲
目
と
な
ら
せ
給
ふ
事
よ
。
さ
こ

そ
仏
神
三
宝
も
、
我
を
憎
し
と
思
す
ら
ん
。
罪
障
の
程
こ
そ
口
惜
し
け

れ
」
と
、
ほ
つ
と
涕
泣
し
給
ひ
て
、
祈
念
申
さ
れ
け
る
事
こ
そ
、
殊
勝
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な
れ
。

「
南
無
霊
山
世
界
の
釈
迦
善
逝
、
法
花
守
護
三
十
番
神
、
本
山
護
王
山

王
十
禅
師
、
仏
法
の
威
力
霊
験
地
に
落
ち
給
は
ず
は
、
母
の
盲
眼
を
忽
ち

開
か
し
め
給
へ
。
我
見
灯
明
仏
、
本
光
瑞
如
此
」
と
、
此
文
を
唱
へ
、
肝

胆
を
砕
き
祈
ら
れ
け
れ
ば
、
誠
に
仏
神
も
不
便
に
思
し
召
さ
る
ゝ
か
、
本

尊
の
御
前
よ
り
、
金
色
の
光
立
て
、
北
の
御
方
の
頂
を
照
ら
し
給
ふ
。
満

仲
、
大
き
に
驚
き
、「
な
ふ
、
あ
れ

く
御
覧
候
へ
。
本
尊
の
御
前
よ
り
、

金
色
の
光
り
の
立
た
せ
給
ひ
て
候
」
と
仰
有
け
れ
ば
、
北
の
御
方
聞
召
、

「
そ
れ
は
、
い
づ
く
に
候
」
と
御
覧
じ
け
れ
ば
、
有
難
や
、
盲
ゐ
て
久
し

き
両
眼
、
忽
ち
ば
つ
と
開
け
け
り
（
12
）。

と
い
う
描
か
れ
方
を
し
て
い
る
よ
う
に
、
美
女
丸
が
自
分
自
身
の
行
い
を
悔
い

て
仏
に
す
が
っ
た
た
め
に
起
こ
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、

『
多
田
五
代
記
』
に
お
い
て
は
、
母
に
阿
弥
陀
の
尊
像
を
渡
す
際
に
、
満
賢
（
美

女
丸
）
が
、

喩
バ
カ
ク
盲
目
ト
ナ
ラ
セ
給
コ
ト
、
自
一
人
ガ
罪
ナ
リ
ト
申
セ
ド
モ
、
―係

―ル
―不
―孝
―ノ
―子
―ヲ
―持
―タ
―マ
―ヒ
―ケ
―ル
―モ
―当
―時
―ノ
―災
―殃
―ノ
―ミ
―ニ
―ア
―ラ
―ズ
―、
―是
―ミ
―ナ

―前
―世
―ノ
―業
―報
―ニ
―マ
―カ
―セ
―タ
―リ
。

と
、
自
分
の
親
不
孝
な
行
い
は
母
の
前
世
の
報
い
に
よ
る
も
の
だ
と
す
る
説
法

を
行
い
、
そ
れ
を
聞
い
た
母
が
、

我
今
生
コ
ソ
如
レ
此
浅
マ
シ
キ
盲
人
ト
ナ
ル
ト
モ
、
臨
終
ノ
夕
ニ
ハ
必
拝

マ
レ
サ
セ
給
ヘ
。

と
祈
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
奇
跡
が
起
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
『
多
田
五
代
記
』
で
取
り
入
れ
ら
れ
た
、
美
女
丸
の
母
が
前
世
か
ら
の

業
を
背
負
っ
て
い
る
と
い
う
設
定
は
、
仏
教
に
お
い
て
、
女
人
を
、
罪
深
い
存

在
で
あ
り
、
一
心
不
乱
に
修
行
に
打
ち
込
ま
ね
ば
そ
の
極
楽
往
生
は
叶
わ
な
い

も
の
と
見
な
す
思
想
に
結
び
つ
き
う
る
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
致
敬
も
そ

の
結
び
つ
き
を
意
識
し
た
の
で
あ
ろ
う
。『
行
状
記
』
の
、
同
じ
尊
像
を
渡
す

際
の
せ
り
ふ
に
は
、

此
弥
陀
ノ
願
力
憑
母
敷
シ
テ
、
信
ズ
ル
実
ノ
ア
ル
人
ハ
、
一
念
十
念
ニ
至

ル
マ
デ
漏
サ
ズ
引
接
セ
ン
ト
ノ
誓
願
ナ
リ
。
―就
―中
―五
―障
―ノ
―雲
―ニ
―隔
―ラ
―レ
、

―三
―従
―ノ
―谷
―ニ
―沈
―タ
―ル
―女
―人
、
―此
―仏
―ノ
―名
―願
―力
―ニ
―依
―ザ
―レ
―バ
、
―百
―千
―万
―劫
―ス

―グ
―レ
―ド
―モ
、
―女
―身
―ヲ
―転
―ズ
―ル
―コ
―ト
契―カナ
―ヒ
―難
―ク
、
―生
―死
―ノ
縲―キ―ヅ―紲ナ

―ヲ
―断
―コ
―ト
―能

―ハ
―ズ
。

と
い
う
表
現
が
あ
る
。

前
世
か
ら
の
業
を
背
負
っ
た
罪
深
い
存
在
で
あ
る
女
人
が
、
仏
に
帰
依
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
曼
陀
羅
織
成
を
は
じ
め
と
す
る

数
多
く
の
奇
跡
を
起
こ
し
、
女
人
を
含
め
た
多
く
の
人
々
を
発
心
さ
せ
、
最
終

的
に
は
自
ら
極
楽
往
生
を
遂
げ
る
女
性
、
中
将
姫
の
物
語
の
主
題
と
も
い
う
べ

き
も
の
で
あ
る
。

こ
の
美
女
丸
の
母
と
い
う
女
人
へ
の
、
阿
弥
陀
仏
に
よ
る
救
い
の
逸
話
を
採

録
し
た
か
っ
た
た
め
に
、
致
敬
は
『
多
田
五
代
記
』
を
引
用
し
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。
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終
わ
り
に

致
敬
は
浄
瑠
璃
か
ら
「
身
代
り
」
の
趣
向
を
取
り
入
れ
た
が
、
そ
の
複
雑
な

筋
と
人
間
関
係
を
単
純
化
す
る
ヒ
ン
ト
と
し
て
美
女
丸
・
幸
寿
丸
説
話
の
「
家

臣
の
子
ど
も
が
主
家
の
子
ど
も
の
身
代
り
に
立
つ
」
と
い
う
形
式
を
採
用
し

た
。
そ
し
て
そ
の
美
女
丸
・
幸
寿
丸
説
話
を
「
瀬
雲
身
代
り
」
の
類
話
と
し
て

示
す
た
め
に
『
多
田
五
代
記
』
を
用
い
た
。『
多
田
五
代
記
』
を
採
用
し
た
の

は
、「
罪
業
を
背
負
っ
た
存
在
で
あ
る
女
人
も
、
仏
に
す
が
る
こ
と
で
救
わ
れ

る
」
と
い
う
こ
と
を
示
す
の
に
格
好
の
場
面
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

『
行
状
記
』
に
は
、
様
々
な
立
場
の
女
性
た
ち
が
登
場
し
、
そ
の
多
く
は
中

将
姫
に
よ
っ
て
信
仰
に
よ
る
救
い
へ
と
導
か
れ
る
の
だ
が
、「
母
親
」
と
い
う

立
場
に
あ
る
登
場
人
物
の
場
合
、
仏
を
軽
ん
じ
て
命
を
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
中

将
姫
の
実
母
紫
の
前
、
中
将
姫
を
虐
待
し
、
姫
の
生
還
後
は
屋
敷
か
ら
逃
げ
去

っ
て
恥
ず
か
し
さ
の
あ
ま
り
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
継
母
照
夜
の
前
な
ど
、

も
し
、
同
じ
立
場
の
読
者
や
説
法
の
聞
き
手
が
い
た
場
合
、
手
本
と
な
る
よ
う

な
信
仰
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
人
物
が
い
な
い
。
当
麻
曼
陀
羅
の
主
題
で
あ

る
「
観
無
量
寿
経
」
に
は
、
息
子
に
虐
待
さ
れ
る
も
、
仏
に
す
が
っ
て
生
き
な

が
ら
極
楽
の
あ
り
さ
ま
を
見
た
と
い
う
天
竺
の
韋
提
希
夫
人
が
登
場
す
る
が
、

彼
女
の
よ
う
な
経
典
中
の
遠
く
離
れ
た
国
の
人
物
よ
り
も
、
我
が
国
に
お
け
る

伝
承
上
の
人
物
の
方
が
、
享
受
者
に
は
身
近
に
感
じ
ら
れ
、
そ
の
生
き
方
も
受

け
入
れ
や
す
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
美
女
丸
の
母
の
仏
へ
の
帰
依
、
そ
の
結
果
と

し
て
の
救
い
は
、
本
筋
の
そ
う
い
っ
た
部
分
を
補
う
た
め
に
も
、
採
録
さ
れ
る

必
要
が
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

注（
１
）
田
中
美
絵
氏
「
中
将
姫
説
話
の
近
世
―
―
勧
化
本
『
中
将
姫
行
状
記
』
を
軸
に
―
―
」

（『
伝
承
文
学
研
究
』
五
十
三
号
、
平
成
十
六
年
三
月
）
に
お
い
て
、
身
替
り
の
趣
向
が
初

め
て
用
い
ら
れ
た
作
品
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
２
）
横
山
邦
治
氏
は
『
読
本
の
研
究
―
江
戸
と
上
方
と
―
』（
風
間
書
房
、
昭
和
四
十
九
年
）

に
お
い
て
『
中
将
姫
本
地
』
と
の
関
連
に
触
れ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
注
（
１
）
所
掲
の
田

中
氏
の
論
文
で
は
『
前
々
太
平
記
』
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）
以
下
、『
行
状
記
』
の
引
用
に
当
た
っ
て
は
広
島
大
学
附
属
中
央
図
書
館
蔵
『
中
将
姫
行

状
記
』（
請
求
記
号
　
国
文
／
１
９
２
７
／
Ｎ
）
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
用
い
た
。
原
文
に
、

私
に
濁
点
・
句
読
点
・
か
ぎ
括
弧
を
付
し
、
必
要
な
場
合
は
傍
線
も
付
し
た
。
漢
字
の
振

り
仮
名
・
捨
て
仮
名
は
、
必
要
と
思
わ
れ
る
も
の
以
外
省
略
し
、
旧
字
体
は
現
行
の
字
体

に
改
め
た
。
な
お
、
他
の
原
資
料
の
引
用
も
同
様
の
方
針
に
従
う
。

（
４
）
横
山
邦
治
氏
注
（
２
）
所
掲
書
一
八
七
ペ
ー
ジ
。

（
５
）
横
山
氏
前
掲
書
一
八
五
〜
一
八
六
ペ
ー
ジ
。

（
６
）
土
佐
浄
瑠
璃
『
中
将
姫
』
以
外
で
も
、
歌
舞
伎
狂
言
「
当
麻
中
将
姫
ま
ん
だ
ら
の
由
来
」

（
元
禄
十
一
年
初
演
か
）
や
、「
傾
情
顧
本
尊
」（
宝
永
四
年
刊
）
な
ど
に
「
身
代
り
」
が
見

受
け
ら
れ
る
が
、「
女
性
が
忠
心
に
よ
っ
て
身
代
り
に
立
つ
」
と
い
う
浄
瑠
璃
作
品
や
『
行

状
記
』
の
例
と
は
異
質
な
も
の
で
あ
る
。
な
お
、「
当
麻
中
将
姫
ま
ん
だ
ら
の
由
来
」「
傾

情
顧
本
尊
」
に
つ
い
て
は
、『
昭
和
五
十
七
年
度
　
日
本
自
転
車
振
興
会
補
助
事
業
　
中

将
姫
説
話
の
調
査
研
究
報
告
書
』（
財
団
法
人
元
興
寺
文
化
財
研
究
所
、
昭
和
五
十
八
年
）

第
三
章
第
二
節
「
近
世
演
劇
・
文
学
に
お
け
る
中
将
姫
説
話
」（
石
川
八
重
氏
執
筆
）
に
そ

の
梗
概
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
７
）
横
山
氏
前
掲
書
一
八
五
〜
一
八
六
ペ
ー
ジ
。
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（
８
）
以
下
、
板
垣
俊
一
氏
校
訂
『
叢
書
江
戸
文
庫
３
　
前
太
平
記
』﹇
上
﹈（
国
書
刊
行
会
、
昭

和
六
十
三
年
）
を
参
照
し
、
本
分
の
引
用
も
同
書
に
よ
っ
た
。

（
９
）
注
（
８
）
所
掲
書
の
、
板
垣
氏
の
「
解
題
」
に
お
い
て
、『
前
太
平
記
』
の
書
名
は
元
禄
五

年
の
書
籍
目
録
に
見
ら
れ
る
た
め
、
そ
の
頃
の
成
立
と
い
う
推
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
元

禄
四
年
刊
の
『
多
田
五
代
記
』
に
関
し
て
は
、
内
容
が
近
似
す
る
箇
所
が
あ
る
も
の
の
、

出
版
年
が
近
す
ぎ
る
た
め
、『
前
太
平
記
』
の
著
者
が
参
照
し
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
と
さ

れ
て
い
る
が
、『
多
田
五
代
記
』
の
原
典
で
あ
る
、
多
田
兵
部
の
家
に
蔵
さ
れ
て
い
た
「
多

田
五
代
記
録
十
巻
」
を
参
照
し
た
可
能
性
は
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
10
）『
多
田
五
代
記
』
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、
早
川
由
美
氏
「
身
替
り
悲
劇
の
生
成

―
―
満
仲
の
伝
承
の
変
化
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（『
東
海
近
世
』
十
三
号
、
平
成
十
四
年
十

月
）
が
あ
る
。
同
論
文
で
は
、『
前
太
平
記
』『
多
田
五
代
記
』
を
含
め
た
、
元
禄
ま
で
の

美
女
丸
説
話
を
扱
っ
た
作
品
の
比
較
を
通
し
て
、
近
世
に
お
い
て
身
替
り
の
伝
承
が
ど
の

よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）
以
下
、『
多
田
五
代
記
』
の
引
用
に
当
た
っ
て
は
、
刈
谷
市
中
央
図
書
館
村
上
文
庫
蔵

『
多
田
満
仲
五
代
記
』
の
、
国
文
学
研
究
資
料
館
に
よ
る
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
（
請
求
記
号

３
０
―
３
９
６
―
１
）
の
電
子
複
写
を
使
用
し
た
。

（
12
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
舞
の
本
』（
岩
波
書
店
、
平
成
六
年
）
所
収
「
満
仲
」
一
二
一

〜
一
二
二
ペ
ー
ジ
。

―
さ
か
こ
し
・
さ
や
か
、
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
前
期
在
学
―
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